
船舶事故調査報告書 

令和６年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和５年１０月１２日 ０２時３１分ごろ 

発生場所 兵庫県赤穂
あ こ う

市赤穂港港界付近 

 赤穂御埼灯台から真方位２７０°１.９海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°４３.８′ 東経１３４°２２.２′） 

事故の概要  貨物船ながとは、北北東進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和５年１０月１２日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 ながと、２８８トン 

 １４２３７９、有限会社相津海運、岩国海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 船底部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮高 約８８cm（赤穂） 

 事故の経過  本船は、船長ほか５人が乗り組み、赤穂港赤穂公共物揚場（以下

「本件岸壁」という。）で荷揚げする目的で、ＧＰＳプロッターを作

動させ、船長が単独で手動操舵により約９.０ノットの対地速力で北

進していた。 

 本件岸壁は、南西に開いた河口の左岸にあり、河口両岸には防波堤

が築造されており、船長は、右舷船首方の河口左岸防波堤（以下「本

件防波堤」という。）の先端から距離を隔てて入航することとし、河

口沖の赤穂第３号灯浮標及び赤穂第４号灯浮標の間を通過した後、主

機を停止して北北東進を始めた。 

 船長は、本件岸壁の西南西方沖に達し、本件岸壁に向けて右転しよ

うとしたところ、本船が浅所（以下「本件浅所」という。）に乗り揚

げ、急激に減速して停止した。 

 船長は、乗揚直後に備讃瀬戸海上交通センターから連絡を受け、本

件浅所に乗り揚げた旨を通報した。 

 本船は、満潮に合わせて自力離礁し、本件岸壁に着岸した。 

 船長は、赤穂港への入航が初めてであり、同港に入航経験がある船

員から、本件岸壁近くに水深が浅い場所があることを聞いていたが、

瀬戸内海の港口付近は水深が約５ｍ以上であることが多かったので、

赤穂港港口付近も約５ｍ以上の水深があると思い、水路調査を行って

いなかった。 

 本船のＧＰＳプロッターは、本事故発生場所付近の水深が表示さ



れ、本件浅所を確認することができたが、船長は、本件防波堤の先端

に設置された簡易標識灯（赤色点滅灯）と対岸の簡易標識灯（緑色点

滅灯）を目視により船首目標として航行していた。 

 本船の喫水は、船首約３.０ｍ、船尾約３.６ｍであった。 

 海図Ｗ１１１赤穂港（平成２０年４月１７日刊行）によれば、本件

岸壁までの間に水深２ｍ以上５ｍ未満の水域（長さ約５００ｍ、幅約

１００ｍ）が可航水域として掘り下げられており、港界付近では同水

域の幅が約７０ｍと狭くなっており、可航水域の両側には、水深５ｍ

未満で底質が砂及び泥の浅所が広がっている。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

分析  本船は、本件岸壁に向けて北北東進中、船長が、事前に水路調査を

行わず、本件岸壁の西南西方から入航したことから、可航水域を外れ

ていることに気付かず、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、本件岸壁近くに浅所があると聞いていたが、過去の経験か

ら瀬戸内海の港口付近は水深が約５ｍ以上あるので、赤穂港港口付近

も約５ｍ以上の水深があると思っていたことから、水路調査を行わな

かったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、本件岸壁に向けて北北東進中、船長が、

事前に水路調査を行わず、本件岸壁の西南西方から入航したため、可

航水域を外れていることに気付かず、本件浅所に乗り揚げたものと考

えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、入港経験のない港へ入る際は、あらかじめ海図等で港内

の水深を調査し、入航針路、航進目標、避険線を設定するととも

に、ＧＰＳプロッター等を使用して船位を確認しながら航行する

こと。 



付図１ 推定航行経路図 
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